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(57)【要約】
【課題】体腔における部位によらず組織の焼灼を的確に
行うことができる経体腔式焼灼デバイスを提供すること
。
【解決手段】被検体の体内に挿入される挿入部の先端に
、少なくとも体内の観測に用いる超音波エコーを受信す
る超音波探触子を有する超音波内視鏡に用いられる経体
腔式焼灼デバイスであって、超音波を発振して焦点位置
で高密度のエネルギーを照射可能なＨＩＦＵ超音波素子
と、ＨＩＦＵ超音波素子を保持するとともに、挿入部の
先端に取り付けられるＨＩＦＵ保持部材と、挿入部およ
びＨＩＦＵ保持部材が挿入される略管状をなす外皮部材
と、外皮部材を被検体の体内に対して固定する固定手段
と、を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の体内に挿入される挿入部の先端に、少なくとも前記体内の観測に用いる超音波
エコーを受信する超音波探触子を有する超音波内視鏡に用いられる経体腔式焼灼デバイス
であって、
　超音波を発振して焦点位置で高密度のエネルギーを照射可能なＨＩＦＵ超音波素子と、
　前記ＨＩＦＵ超音波素子を保持するとともに、前記挿入部の先端に取り付けられるＨＩ
ＦＵ保持部材と、
　前記挿入部および前記ＨＩＦＵ保持部材が挿入される略管状をなす外皮部材と、
　前記外皮部材を前記被検体の体内に対して固定する固定手段と、
　を備えたことを特徴とする経体腔式焼灼デバイス。
【請求項２】
　前記固定手段は、前記外皮部材と前記エネルギーが照射される前記被検体の体内の壁面
との相対距離を一定に保つことを特徴とする請求項１に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項３】
　前記固定手段は、前記被検体の体内の壁面を吸引する吸引部を含むことを特徴とする請
求項２に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項４】
　前記外皮部材の外表面には溝が形成され、
　前記吸引部は、前記外皮部材の肉の内部に形成され、一端で前記溝に連なるとともに、
他端が外部と連通する連通孔の前記他端に接続し、該連通孔を介して吸気することを特徴
とする請求項３に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項５】
　前記固定手段は、前記被検体の体内の壁面に連結可能な先端形状をなす略線状の固定部
材を含むことを特徴とする請求項２に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項６】
　前記外皮部材の外表面には、該外皮部材の側面を刳り貫いて形成される開口部が形成さ
れ、
　前記固定部材は、前記外皮部材の肉の内部に形成され、一端で前記開口部に連なるとと
もに、他端が外部と連通する連通孔の内部に挿通され、前記一端から延出する側が、前記
体内の壁面に連結可能な先端形状をなすことを特徴とする請求項５に記載の経体腔式焼灼
デバイス。
【請求項７】
　前記ＨＩＦＵ超音波素子の焦点位置を前記外皮部材に対して相対的に変更する焦点位置
変更手段を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項８】
　前記焦点位置変更手段は、前記挿入部を保持するとともに、前記外皮部材に対する前記
挿入部の相対的な位置を変更可能な位置変更部材を有することを特徴とする請求項７に記
載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項９】
　前記焦点位置変更手段は、前記外皮部材に対する前記挿入部の相対的な位置を、該挿入
部の軸方向に対して垂直、かつ前記エネルギーを照射する方向に対して略垂直な方向の位
置を変更することを特徴とする請求項８に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項１０】
　前記焦点位置変更手段は、
　前記外皮部材の他端から延びる略筒状の口金部と、
　前記口金部の内部に設けられ、前記挿入部を挿入して保持する略筒状をなし、該筒状の
外表面に複数の突出部または複数の凹部を有し、前記外皮部材に対する前記挿入部の相対
的な位置を変更可能である位置変更部材と、
　前記口金部に設けられ、前記突出部または前記凹部と係止可能な係止部と、
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　を有することを特徴とする請求項７に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項１１】
　前記複数の突出部間の距離または前記複数の凹部間の距離が、前記ＨＩＦＵ超音波素子
が発振する超音波の焦点における照射領域の０．５倍以上１０倍以下であることを特徴と
する請求項１０に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項１２】
　前記焦点位置変更手段は、前記ＨＩＦＵ保持部材を支持する複数のバルーンであり、
　前記複数のバルーンをそれぞれ膨張または収縮させることによって、前記焦点位置を変
更することを特徴とする請求項７に記載の経体腔式焼灼デバイス。
【請求項１３】
　前記複数のバルーンの体積の和は、一定であることを特徴とする請求項１２に記載の経
体腔式焼灼デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば超音波を用いて検体の組織を観測する内視鏡に設けられ、検体の体内
組織を焼灼する経体腔式焼灼デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波を用いて組織を観測する内視鏡を用いて被検体内の組織に処置を施すデバ
イスの一つとして、経体腔式焼灼デバイスが用いられている。この経体腔式焼灼デバイス
では、被検体内に内視鏡を挿入し超音波を用いて被検体の組織を観測しながら、内視鏡の
先端にＨＩＦＵ（High　Intensity　Focused　Ultrasound；高密度焦点式超音波治療法）
用の超音波素子を取り付けて、この超音波素子から発振される超音波により、組織の焼灼
を行う。この経体腔式焼灼デバイスでは、例えば組織にがん細胞が含まれる場合、ＨＩＦ
Ｕ用の超音波素子を用いてがん細胞が含まれる領域を瞬時に焼灼することによって、がん
の治療を行うことができる。
【０００３】
　このような技術として、観測用の超音波素子を有する体腔内超音波プローブと、体腔内
超音波プローブに着脱可能に取り付けられ、上述したＨＩＦＵ用の超音波素子を有する治
療用アダプタとを備えた超音波診断治療システムが開示されている（例えば、特許文献１
を参照）。この技術では、膨張することで体腔に留まるバルーンを用いることによって、
体腔内における体腔内超音波プローブの位置を固定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３８５００９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、胃など管腔と比して広い空間を有する部位に適用する場合、バルーンの
膨張による壁面への圧接が困難となり、体腔内超音波プローブの位置を安定して固定でき
ないおそれがある。体腔内超音波プローブの固定が不安定になると、体腔内超音波プロー
ブと体腔の壁面との間の相対距離が変化してしまい、所定の領域の焼灼を的確に行えない
という問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、体腔における部位によらず組織の焼灼を
的確に行うことができる経体腔式焼灼デバイスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイス
は、被検体の体内に挿入される挿入部の先端に、少なくとも前記体内の観測に用いる超音
波エコーを受信する超音波探触子を有する超音波内視鏡に用いられる経体腔式焼灼デバイ
スであって、超音波を発振して焦点位置で高密度のエネルギーを照射可能なＨＩＦＵ超音
波素子と、前記ＨＩＦＵ超音波素子を保持するとともに、前記挿入部の先端に取り付けら
れるＨＩＦＵ保持部材と、前記挿入部および前記ＨＩＦＵ保持部材が挿入される略管状を
なす外皮部材と、前記外皮部材を前記被検体の体内に対して固定する固定手段と、を備え
たことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記固定手段は
、前記外皮部材と前記エネルギーが照射される前記被検体の体内の壁面との相対距離を一
定に保つことを特徴とする
【０００９】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記固定手段は
、前記被検体の体内の壁面を吸引する吸引部を含むことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記外皮部材の
外表面には溝が形成され、前記吸引部は、前記外皮部材の肉の内部に形成され、一端で前
記溝に連なるとともに、他端が外部と連通する連通孔の前記他端に接続し、該連通孔を介
して吸気することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記固定手段は
、前記被検体の体内の壁面に連結可能な先端形状をなす略線状の固定部材を含むことを特
徴とする。
【００１２】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記外皮部材の
外表面には、該外皮部材の側面を刳り貫いて形成される開口部が形成され、前記固定部材
は、前記外皮部材の肉の内部に形成され、一端で前記開口部に連なるとともに、他端が外
部と連通する連通孔の内部に挿通され、前記一端から延出する側が、前記体内の壁面に連
結可能な先端形状をなすことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記ＨＩＦＵ超
音波素子の焦点位置を前記外皮部材に対して相対的に変更する焦点位置変更手段を備えた
ことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記焦点位置変
更手段は、前記挿入部を保持するとともに、前記外皮部材に対する前記挿入部の相対的な
位置を変更可能な位置変更部材を有することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記焦点位置変
更手段は、前記外皮部材に対する前記挿入部の相対的な位置を、該挿入部の軸方向に対し
て垂直、かつ前記エネルギーを照射する方向に対して略垂直な方向の位置を変更すること
を特徴とする。
【００１６】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記焦点位置変
更手段は、前記外皮部材の他端から延びる略筒状の口金部と、前記口金部の内部に設けら
れ、前記挿入部を挿入して保持する略筒状をなし、該筒状の外表面に複数の突出部または
複数の凹部を有し、前記外皮部材に対する前記挿入部の相対的な位置を変更可能である位
置変更部材と、前記口金部に設けられ、前記突出部または前記凹部と係止可能な係止部と
、を有することを特徴とする。
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【００１７】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記複数の突出
部間の距離または前記複数の凹部間の距離が、前記ＨＩＦＵ超音波素子が発振する超音波
の焦点における照射領域の０．５倍以上１０倍以下であることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記焦点位置変
更手段は、前記ＨＩＦＵ保持部材を支持する複数のバルーンであり、前記複数のバルーン
をそれぞれ膨張または収縮させることによって、前記焦点位置を変更することを特徴とす
る。
【００１９】
　また、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、上記の発明において、前記複数のバル
ーンの体積の和は、一定であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、被検体の体内に挿入される挿入部の先端に、少なくとも体内の観測に
用いる超音波エコーを受信する超音波探触子を有する超音波内視鏡に用いられる経体腔式
焼灼デバイスであって、超音波を発振して焦点位置で高密度のエネルギーを照射可能なＨ
ＩＦＵ超音波素子と、ＨＩＦＵ超音波素子を保持するとともに、挿入部の先端に取り付け
られるＨＩＦＵ保持部材と、挿入部およびＨＩＦＵ保持部材を挿入可能であって、一端側
が閉じた略管状をなす外皮部材と、外皮部材を被検体の体内に対して固定する固定手段と
、を備えるようにしたので、体腔における部位によらず組織の焼灼を的確に行うことがで
きるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる超音波観測システムの構成を模式的に示
す図である。
【図２】図２は、図１に示す超音波内視鏡の挿入部の構成を模式的に示す部分断面図であ
る。
【図３】図３は、図２に示す矢視Ａ方向に応じた超音波内視鏡の挿入部の構成を模式的に
示す図である。
【図４】図４は、図１に示す超音波内視鏡の挿入部の先端の構成を模式的に示す部分断面
図である。
【図５】図５は、図１に示す超音波内視鏡の挿入部の要部の構成を模式的に示す図である
。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１の変形例１－１にかかる超音波内視鏡の挿入部の
要部の構成を模式的に示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態２にかかる超音波内視鏡の挿入部の要部の構成を模
式的に示す部分断面図である。
【図８】図８は、図７に示すＢ－Ｂ線断面に応じた超音波内視鏡の挿入部の要部の構成を
示す断面図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態３にかかる超音波内視鏡の挿入部の要部の構成を模
式的に示す部分断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態３にかかる超音波内視鏡の挿入部の要部の構成
を模式的に示す部分断面図である。
【図１１】図１１は、図１０に示す矢視Ｃ方向に応じた超音波内視鏡の挿入部の構成を模
式的に示す図である。
【図１２】図１２は、図１０に示す矢視Ｃ方向に応じた超音波内視鏡の挿入部の構成を模
式的に示す図である。
【図１３】図１３は、図１０に示す矢視Ｃ方向に応じた超音波内視鏡の挿入部の構成を模
式的に示す図である。
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【図１４】図１４は、本発明の実施の形態３の変形例３－１にかかる超音波内視鏡の挿入
部の要部の構成を説明する模式図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態３の変形例３－１にかかる超音波内視鏡の挿入
部の要部の構成を説明する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を実施するための形態を図面と共に詳細に説明する。なお、以下の実施の
形態により本発明が限定されるものではない。以下、本実施の形態では、経体腔式焼灼デ
バイスを用いる構成例として、超音波観測システムを説明する。また、以下の説明におい
て参照する各図は、本発明の内容を理解し得る程度に形状、大きさ、および位置関係を概
略的に示してあるに過ぎない。すなわち、本発明は各図で例示された形状、大きさ、およ
び位置関係のみに限定されるものではない。
【００２３】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる超音波観測システムの構成を模式的に示す図で
ある。同図に示す超音波観測システム１は、被検体内に挿入可能であり、パルス状の超音
波を送信する一方、外部で反射された超音波（エコー）を受信する機能を有するとともに
、被写体を撮像することによって画像信号を生成する機能を有する超音波内視鏡２と、超
音波内視鏡２から受信した電気的なエコー信号に所定の処理を施すことによって超音波画
像を生成する超音波観測装置３と、超音波内視鏡２が生成した画像信号をもとに内視鏡画
像を生成する内視鏡観察装置４と、液晶または有機ＥＬ等からなる表示パネルを用いて実
現され、超音波観測装置３および内視鏡観察装置４が生成した画像を表示可能な表示装置
５と、超音波内視鏡２の先端から外部へ出射する照明光を供給する光源装置６と、超音波
内視鏡２に設けられるＨＩＦＵ超音波素子を駆動するＨＩＦＵ超音波駆動装置７と、超音
波内視鏡２と超音波観測装置３とを電気的に接続する超音波ケーブル８と、超音波内視鏡
２と内視鏡観察装置４とを電気的に接続するビデオケーブル９と、超音波内視鏡２と光源
装置６とを接続し、光源装置６が発生した照明光を超音波内視鏡２へ供給する光ファイバ
を有する光ファイバケーブル１０と、超音波内視鏡２とＨＩＦＵ超音波駆動装置７とを電
気的に接続するＨＩＦＵ超音波素子駆動ケーブル１１と、を備える。
【００２４】
　超音波内視鏡２は、体内に挿入される挿入部２１と、挿入部２１の基端側に連結される
操作部２２と、操作部２２から延在するユニバーサルケーブル２３と、ユニバーサルケー
ブル２３の先端部に設けられるコネクタ２４と、を有する。
【００２５】
　挿入部２１は、先端に設けられる観測用の超音波探触子２１１と、超音波探触子２１１
に連結され、硬質部材からなる硬性部２１２と、硬性部２１２の基端側に湾曲可能に連結
される湾曲部２１３と、湾曲部２１３の基端側に設けられるとともに可撓性を有する可撓
管部２１４と、を有する。ここで、挿入部２１には、超音波探触子２１１の先端側に設け
られ、超音波を発振し、焦点位置において高密度のエネルギーを照射することによって組
織の焼灼を行うＨＩＦＵ用の超音波素子であるＨＩＦＵ超音波素子２１５が設けられてい
る。また、超音波探触子２１１、硬性部２１２、湾曲部２１３、可撓管部２１４およびＨ
ＩＦＵ超音波素子２１５は、可撓性を有するアウターシース２１０によって外周面が被覆
されている。挿入部２１の内部には、照明光を伝送するライトガイドと、各種電気信号を
伝送する複数の信号線が設けられている。また、挿入部２１の内部には、処置具を挿通す
るための処置具挿通路が形成されている。
【００２６】
　超音波探触子２１１は、超音波観測装置３から受信した電気的なパルス信号を超音波パ
ルス（音響パルス信号）に変換するとともに、外部の検体で反射された超音波エコーを受
信して電気的なエコー信号に変換する機能を有する。超音波探触子２１１が変換したエコ
ー信号は、超音波ケーブル８を介して超音波観測装置３へ送信される。なお、超音波探触
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子２１１における超音波振動子の走査方式は、電子走査方式である。
【００２７】
　ＨＩＦＵ超音波素子２１５は、ＨＩＦＵ超音波素子駆動装置７からの駆動信号に基づき
駆動する。駆動信号は、ＨＩＦＵ超音波素子駆動ケーブル１１を介してＨＩＦＵ超音波素
子駆動装置７からＨＩＦＵ超音波素子２１５へ送信される。
【００２８】
　硬性部２１２の先端部には、各種処置具を延出させる処置具チャンネル（図示せず）が
形成されている。例えば、処置具チャンネルから処置具である穿刺針を延出させることに
よって、この穿刺針を介して薬液の投与や、組織の採取を行うことができる。
【００２９】
　また、硬性部２１２の先端部には、所定の視野領域に位置する被写体を撮像して内視鏡
画像用の画像信号を生成する撮像素子が設けられている（図示せず）。撮像素子が生成し
た撮像信号は、ビデオケーブル９を介して内視鏡観察装置４へ送信される。
【００３０】
　硬性部２１２の先端部からは、光源装置６によって供給される照明光が照射可能である
。具体的には、硬性部２１２の先端部には、光源装置６から伝送されてくる照明光を照射
するための照明窓（図示せず）が設けられている。
【００３１】
　操作部２２は、湾曲部２１３を上下方向または左右方向に湾曲操作する湾曲ノブ２２１
と、各種操作を行うための複数の操作部材２２２と、挿入部２１内に形成された処置具用
挿通路に連通し、処置具用挿通路へ処置具を挿入するための処置具挿入口２２３とを有す
る。
【００３２】
　ユニバーサルケーブル２３には、電気信号を伝達する複数の信号線や、照明光を伝送す
る光ファイバ等が挿通している。
【００３３】
　コネクタ２４は、超音波観測装置３、内視鏡観察装置４、光源装置６およびＨＩＦＵ超
音波駆動装置７との間で、超音波ケーブル８、ビデオケーブル９、光ファイバケーブル１
０およびＨＩＦＵ超音波素子駆動ケーブル１１をそれぞれ介した信号の送受信を行う。
【００３４】
　上述した構成を有する超音波観測システム１によって、受信した超音波（エコー）に基
づく画像を表示装置５が表示する。医師などの術者は、表示装置５で表示される超音波画
像を確認しながらＨＩＦＵ超音波素子２１５が発振する超音波を体内組織に照射して、組
織の焼灼を行う。このとき、表示装置５には、超音波画像において、ＨＩＦＵ超音波素子
２１５が発振する超音波の焦点位置も同時に表示される。
【００３５】
　図２は、超音波内視鏡の挿入部の構成を模式的に示す部分断面図である。図３は、図２
に示す矢視Ａ方向に応じた超音波内視鏡の挿入部の構成を模式的に示す図である。図４は
、超音波内視鏡の挿入部の先端の構成を模式的に示す部分断面図である。
【００３６】
　超音波探触子２１１は、コンベックス型の超音波探触子であり、複数の超音波振動子が
規則的に配列されてなる振動子部２１６を有する。超音波振動子は、音響レンズ、圧電素
子および整合層を有し、被検体の体壁よりも内部の超音波断層画像に寄与する超音波信号
を取得する。複数の超音波振動子は、凸型の円弧を形成するように配列されている。
【００３７】
　一方、ＨＩＦＵ超音波素子２１５は、複数の超音波振動子が規則的に配列されてなり、
これらの超音波振動子は、凹型の円弧を形成するように配列されている。すなわち、ＨＩ
ＦＵ超音波素子２１５は、一つの焦点位置（点Ｅ１）に集束するように、超音波を発振す
る。
【００３８】
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　また、ＨＩＦＵ超音波素子２１５は、超音波探触子２１１に着脱自在に取り付けられる
ＨＩＦＵアダプタ２１７（ＨＩＦＵ保持部材）によって保持されている。ＨＩＦＵ超音波
素子２１５は、ＨＩＦＵアダプタ２１７が超音波探触子２１１に取り付けられた際、少な
くとも振動子部２１６の超音波照射領域内に点Ｅ１が存在するような位置に配置される。
【００３９】
　アウターシース２１０は、超音波探触子２１１、硬性部２１２、湾曲部２１３、可撓管
部２１４およびＨＩＦＵ超音波素子２１５（ＨＩＦＵアダプタ２１７）を挿入可能であっ
て、一端（先端部、ＨＩＦＵ超音波素子２１５）側が閉じた可撓性を有する略管状の外皮
部材２１０ａと、外皮部材２１０ａの他端から延びる筒状をなし、硬質性の材料を用いて
形成される筒状部２１０ｂと、筒状をなして内部空間に可撓管部２１４を挿通して保持す
るとともに、外皮部材２１０ａおよび筒状部２１０ｂに対して摺動および回転可能に設け
られる摺動部２１０ｃ（位置変更部材）と、摺動部２１０ｃの摺動および回転動作を操作
するための把持部２１０ｄと、を有する。把持部２１０ｄは、摺動部２１０ｃの端部に設
けられ、摺動部２１０ｃの外周の径より大きい径の外周を有する筒状をなし、内部空間に
可撓管部２１４を挿通して保持する。なお、把持部２１０ｄは、摺動部２１０ｃの外周に
設けられるものであってもよい。
【００４０】
　外皮部材２１０ａには、一端側の外表面において、円環状の溝２１０１と、外皮部材２
１０ａの肉の内部に形成され、一端で溝２１０１に連なるとともに、他端側で外部と連通
する孔である連通孔２１０２と、が形成されている。また、連通孔２１０２には、ポンプ
Ｐ１（吸引部）が接続されている。このポンプＰ１の吸引動作により、連通孔２１０２を
介して溝２１０１に接触する体内壁面１００や組織を吸引することができる（図４参照）
。
【００４１】
　外皮部材２１０ａは、超音波を伝播可能な樹脂によって形成されている。また、外皮部
材２１０ａは、他端側が筒状部２１０ｂおよび摺動部２１０ｃによって密閉された状態と
なっている。このとき、この密閉空間には生理食塩水や水などが充填されている。充填さ
れた生理食塩水や水などによって、超音波探触子２１１やＨＩＦＵ超音波素子２１５から
発振された超音波が、外皮部材２１０ａの肉を介して外皮部材２１０ａの外部に伝播され
る。
【００４２】
　図５は、図１に示す超音波内視鏡の挿入部の要部の構成を模式的に示す図である。筒状
部２１０ｂには、外表面において筒状の周回方向に沿って設けられ、可撓管部２１４の外
皮部材２１０ａに対する相対的な傾斜角度を示す複数の目盛りが表記された第１表記部Ｍ

１が形成されている。また、摺動部２１０ｃには、外表面において筒状の長手方向に沿っ
て設けられ、可撓管部２１４の外皮部材２１０ａに対する相対的な長手方向の位置を示す
複数の目盛りが表記された第２表記部Ｍ２が形成されている。
【００４３】
　ここで、摺動部２１０ｃには、外表面において、第１表記部Ｍ１の表記領域に応じて設
けられ、筒状の長手方向に沿って延びる指示線Ｓ１が表記されている。術者は、第１表記
部Ｍ１の目盛りのうち、指示線Ｓ１と一致する目盛りを確認して可撓管部２１４の外皮部
材２１０ａに対する相対的な傾斜角度を把握することができる。
【００４４】
　また、術者は、把持部２１０ｄを介して摺動部２１０ｃを移動させ、第２表記部Ｍ２の
目盛りのうち、筒状部２１０ｂの端面と一致する目盛りを確認して可撓管部２１４の外皮
部材２１０ａに対する相対的な長手方向の位置を把握することができる。
【００４５】
　術者は、把持部２１０ｄを筒状の中心軸まわりに回転させるか、中心軸方向に進退動作
させることによって、可撓管部２１４の回転、進退動作を操作する。可撓管部２１４が回
転することによって、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５も連動して、
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外皮部材２１０ａに対して回転する。また、可撓管部２１４が進退動作することによって
、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５も連動して、外皮部材２１０ａに
対して進退動作する。
【００４６】
　このとき、外皮部材２１０ａがポンプＰ１の吸引動作により溝２１０１を介して体内壁
面１００に固定されていると、外皮部材２１０ａと、ＨＩＦＵ超音波素子２１５によって
エネルギーが照射される体内壁面１００との相対距離を一定に保つとともに、所定の位置
において、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５からの超音波の照射角度
や照射位置を変化させることができる。これにより、所定の固定位置において、超音波探
触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５からの超音波の照射角度や照射位置を、外皮
部材２１０ａに対して相対的に変更することができる。特に、ＨＩＦＵ超音波素子２１５
の点Ｅ１を微調整しながら、焼灼すべき領域をもれなく確実に焼灼処理することができる
。
【００４７】
　なお、溝２１０１は、少なくとも超音波探触子２１１による超音波照射領域が円環の内
部に含まれる大きさであることが好ましい。なお、溝２１０１は、真円のほか、把持部２
１０ｄによる超音波探触子２１１の移動を考慮して、楕円をなすものであってもよい。
【００４８】
　上述した実施の形態１によれば、ポンプＰ１による吸引動作によって、溝２１０１を介
して体内壁面１００に外皮部材２１０ａを固定した状態で、ＨＩＦＵ超音波素子２１５に
よる焼灼処理を行うようにしたので、体腔における部位によらず組織の焼灼を的確に行う
ことができる。
【００４９】
　図６は、本発明の実施の形態１の変形例１－１にかかる超音波内視鏡の挿入部の要部の
構成を模式的に示す図である。上述した実施の形態１では、第１表記部Ｍ１および第２表
記部Ｍ２の各目盛りを確認しながら超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５
の角度や位置を把握するものとして説明したが、変形例１－１では、ボールプランジャー
２３２を用いて、可撓管部２１４の外皮部材２３０ａに対する相対的な長手方向の位置を
制御する。
【００５０】
　アウターシース２３０は、超音波探触子２１１、硬性部２１２、湾曲部２１３、可撓管
部２１４およびＨＩＦＵ超音波素子２１５を覆い、一端（ＨＩＦＵ超音波素子２１５）側
が封鎖された可撓性を有する略管状の外皮部材２３０ａと、外皮部材２３０ａの他端から
延び、硬質性の材料を用いて形成され、先端の径が縮径した略筒状をなす口金部２３０ｂ
と、筒状をなして内部空間に可撓管部２１４を挿通して保持するとともに、口金部２３０
ｂの先端の開口部２３０１に挿通されて摺動および回転可能に保持される摺動部２３０ｃ
（位置変更部材）と、摺動部２３０ｃの摺動および回転動作を操作するための把持部２３
０ｄと、を有する。把持部２３０ｄは、摺動部２３０ｃの端部に設けられ、摺動部２３０
ｃの外周の径より大きい径の外周を有する筒状をなし、内部空間に可撓管部２１４を挿通
して保持する。なお、把持部２３０ｄは、摺動部２３０ｃの外周に設けられるものであっ
てもよい。
【００５１】
　摺動部２３０ｃには、円筒状の側面から、筒状の長手方向に沿って所定の間隔で突出す
る複数の突出部２３１が設けられている。
【００５２】
　また、口金部２３０ｂは、筒状の側面に設けられ、摺動部２３０ｃの移動を制御するボ
ールプランジャー２３２（係止部）を有する。ボールプランジャー２３２は、口金部２３
０ｂに保持され、口金部２３０ｂの内部に向けて凹状をなす本体部２３２ａと、本体部２
３２ａの凹状の開口部に設けられる球状体２３２ｂと、一端が本体部２３２ａの凹状の内
部空間の底部に固定されるとともに、他端において、本体部２３２ａに対して球状体２３
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２ｂを進退自在に保持するコイルばね２３２ｃと、を有する。
【００５３】
　本体部２３２ａは、コイルばね２３２ｃが自然状態であるときに、球状体２３２ｂが突
出部２３１のいずれかと係止するような位置に設けられる。術者によって、把持部２３０
ｄが操作された際、摺動部２３０ｃが筒状の長手方向に沿って移動すると、ボールプラン
ジャー２３２の球状体２３２ｂが、接触している突出部２３１の形状に応じて本体部２３
２ａの内部空間に収容された後、再び本体部２３２ａの内部空間から外部に露出する。こ
のとき、球状体２３２ｂは、接触していた突出部２３１と、この突出部２３１に隣接する
次の突出部２３１との間に係止される。これにより、摺動部２３０ｃは、突出部２３１の
形成間隔に応じて、段階的に移動することができる。
【００５４】
　このとき、突出部２３１の形成幅Ｗ１（摺動部２３０ｃの長手方向の長さ）を、図４に
示すＨＩＦＵ超音波素子２１５が発振する超音波の焦点（点Ｅ１）における照射領域（ス
ポット径）に対して０．５倍以上１０倍以下とすることにより、ＨＩＦＵ超音波素子２１
５による焼灼処理をより均一、もしくは一様に行うことが可能となる。特に、形成幅Ｗ１
をスポット径に対して０．５倍、１．０倍、１．５倍、２．０倍、２．５倍、３．０倍に
設定し、照射する対象臓器や照射範囲に応じて最適な形成幅W1を選択することが好ましい
。
【００５５】
　なお、上述した変形例１－１では、摺動部２３０ｃには、円筒状の側面から、筒状の長
手方向に沿って所定の間隔で突出する複数の突出部２３１が設けられているものとして説
明したが、さらに筒状の周回方向に沿って所定の間隔で突出する突出部を設けてもよい。
これにより、摺動部２３０ｃの回転方向においても段階的に回転移動させることができる
。
【００５６】
　また、上述した変形例１－１では、摺動部２３０ｃには、円筒状の側面から突出するも
のとして説明したが、ボールプランジャー２３２に対して係止可能であれば、側面に対し
て凹形状をなして延びるものであってもよいし、エンボス加工などによって形成される複
数の凹部が形成されたものであってもよい。凹部を形成する場合は、摺動部２３０ｃの長
手方向および周回方向に沿ってそれぞれ設けられ、凹部間の距離は、上述した形成幅Ｗ１
であることが好ましい。
【００５７】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。図７は、本実施の形態２にかかる超音
波内視鏡の挿入部の要部の構成を模式的に示す部分断面図である。図８は、図７に示すＢ
－Ｂ線断面に応じた超音波内視鏡の挿入部の要部の構成を示す断面図である。なお、上述
した実施の形態１と同一の構成には同一の符号を付して説明する。上述した実施の形態１
では、ポンプＰ１を介して体内壁面１００と外皮部材２１０ａとの固定を行っていたが、
実施の形態２では、外皮部材２４０ａに挿通される針部材１１０（固定部材）によって体
内壁面１００と外皮部材２４０ａとの固定を行う。
【００５８】
　図７に示すアウターシース２４０は、上述した外皮部材２１０ａに代えて、超音波探触
子２１１、硬性部２１２、湾曲部２１３、可撓管部２１４およびＨＩＦＵ超音波素子２１
５を挿入可能であって、一端（ＨＩＦＵ超音波素子２１５）側が閉じた可撓性を有する略
管状の外皮部材２４０ａを有する。外皮部材２４０ａの先端部には、側面を略円形状に刳
り貫いて形成される開口部２４１１が形成されている。また、外皮部材２４０ａには、外
皮部材２４０ａの肉の内部に形成され、一端で開口部２４１１に連なるとともに、他端側
で外部と連通する孔である連通孔２４１２と、が形成されている。
【００５９】
　外皮部材２４０ａは、超音波を伝播可能な樹脂によって形成されている。また、外皮部
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材２４０ａは、他端側が摺動部２１０ｃによって密閉された状態となっている。このとき
、この密閉空間には生理食塩水や水などが充填されている。
【００６０】
　連通孔２４１２には、外部側の端部から挿通され、開口部２４１１側から突出する針部
材１１０が設けられている。針部材１１０は、鋭利な先端形状をなし、連通孔２４１２に
挿通された際に開口部２４１１側から突出する先端部１１０ａと、先端部１１０ａの基端
に連結し、可撓性を有する線状の線材１１０ｂと、を有する。
【００６１】
　術者は、先端部１１０ａが開口部２４１１から延出するように針部材１１０を連通孔２
４１２に挿通して、開口部２４１１側から突出させ、先端部１１０ａを体内壁面１００に
穿刺する。この穿刺によって、外皮部材２４０ａと体内壁面１００との位置関係を固定す
ることができる。
【００６２】
　このとき、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５には、共通の超音波伝
播用の伝播用バルーン部材２５が取り付けられている。伝播用バルーン部材２５は、外皮
部材２４０ａと体内壁面１００との位置関係が固定された状態で、開口部２４１１から延
出し、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５と、体内壁面１００との間に
配設される。伝播用バルーン部材２５の内部には、水が充填されており、この水によって
、超音波探触子２１１やＨＩＦＵ超音波素子２１５から発振された超音波が効率的に体内
壁面１００の内部に伝播される。なお、伝播用バルーン部材２５内の液体容量が一定にな
るよう潅流させるようにしてもよい。また、伝播用バルーン部材２５内の液体にＨＩＦＵ
超音波素子２１５の冷却機能を担わせてもよい。
【００６３】
　上述した実施の形態２によれば、連通孔２４１２に挿通された針部材１１０を体内壁面
１００に穿刺して、体内壁面１００と外皮部材２１０ａとの位置関係を固定した状態で、
ＨＩＦＵ超音波素子２１５による焼灼処理を行うようにしたので、体腔における部位によ
らず組織の焼灼を的確に行うことができる。
【００６４】
　なお、上述した実施の形態２では、固定部材が、体内壁面に穿刺可能な先端形状をなす
針部材であるものとして説明したが、体内壁面を把持（挟持）可能な先端形状をなすもの
であってもよいし、吸引可能な管状をなすものであっても適用可能である。固定部材は、
体内壁面に連結可能な先端形状であれば適用可能である。
【００６５】
　また、上述した実施の形態２では、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１
５に取り付けた伝播用バルーン部材２５を開口部２４１１から延出させて超音波を照射す
るものとして説明したが、開口部２４１１を設けずに、連通孔２４１２によって外皮部材
２１０ａの先端から固定部材を露出可能であれば、伝播用バルーン部材２５を取り付けず
に外皮部材２１０ａの内部に液体を充填するものであっても適用可能である。さらに、本
実施の形態２で示した伝播用バルーン部材２５は、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超
音波素子２１５に個別に設けられていても構わない。
【００６６】
（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３について説明する。図９は、本実施の形態３にかかる超音
波内視鏡の挿入部の要部の構成を模式的に示す部分断面図である。なお、上述した実施の
形態１と同一の構成には同一の符号を付して説明する。上述した実施の形態１では、把持
部２１０ｄを筒状の中心軸まわりに回転させるか、中心軸方向に進退動作させることによ
って、超音波探触子２１１およびＨＩＦＵ超音波素子２１５も連動して、外皮部材２１０
ａに対して回転および進退動作するものとして説明したが、本実施の形態３では、可撓管
部２１４の外皮部材２５０ａに対する相対的な傾斜角度を調整する調整用バルーン部材２
６を用いて、可撓管部２１４の外皮部材２５０ａに対する相対的な傾斜角度を制御する。
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【００６７】
　図９に示すアウターシース２５０は、上述した外皮部材２１０ａに代えて、超音波探触
子２１１、硬性部２１２、湾曲部２１３、可撓管部２１４およびＨＩＦＵ超音波素子２１
５を覆い、一端（先端部、ＨＩＦＵ超音波素子２１５）側が封鎖された可撓性を有する略
管状の外皮部材２５０ａを有する。外皮部材２５０ａの先端部には、一端側の外表面にお
いて、円環状の溝２５０１と、外皮部材２５０ａの肉の内部に形成され、溝２５０１に連
なるとともに、他端側で外部と連通する孔である連通孔２５０２と、が形成されている。
また、連通孔２５０２には、ポンプＰ１が接続されている。このポンプＰ１の吸引動作に
より、溝２５０１に接触する体内壁面や組織を吸引することができる。
【００６８】
　外皮部材２５０ａは、超音波を伝播可能な樹脂によって形成されている。また、外皮部
材２５０ａは、他端側が摺動部２１０ｃによって密閉された状態となっている。このとき
、この密閉空間には生理食塩水や水などが充填されている。
【００６９】
　また、外皮部材２５０ａの内部壁面とＨＩＦＵアダプタ２１７との間には、調整用バル
ーン部材２６が配設されている。調整用バルーン部材２６は、図示しないチューブの一端
に接続されている。また、チューブの他端は外皮部材２５０ａの外部においてポンプと連
結している。調整用バルーン部材２６は、図示しない制御部の制御のもと、ポンプによっ
てチューブを介して気体または液体が内部に送り込まれることによって膨張する。
【００７０】
　図１０は、本実施の形態３にかかる超音波内視鏡の挿入部の要部の構成を模式的に示す
部分断面図である。図１１は、図１０に示す矢視Ｃ方向に応じた超音波内視鏡の挿入部の
構成を模式的に示す図である。外皮部材２５０ａは、先端部の端面が楕円形状となるよう
に、先端部において連続的に拡径する形状をなしている（図１１参照）。具体的には、図
１０，１１において、楕円の長軸が、超音波内視鏡（挿入部２１ａ）の軸方向に垂直であ
って、かつＨＩＦＵ超音波素子２１５により超音波を照射する方向に略垂直な方向（Ｙ軸
方向）に一致し、楕円の短軸が、超音波内視鏡（挿入部２１ａ）の軸方向に垂直であって
、かつ超音波素子２１５により超音波を照射する方向に略平行な方向（Ｚ軸方向）に一致
している。
【００７１】
　ここで、外皮部材２５０ａは、挿入部２１ａを被検体内に挿入する際、体内壁面と外皮
部材２５０ａの先端部との接触や引っ掛かりを防止するため、外皮部材２５０ａに略管状
をなすカバー２５０ｂを被覆する（図９参照）。外皮部材２５０ａにカバー２５０ｂが被
覆されると、外皮部材２５０ａの先端部の拡径が抑制されて、挿入部２１ａの外周のなす
形状が、略円柱状となる。すなわち、端面のなす形状が、Ｙ－Ｚ平面において上述した楕
円の短軸を直径とする円をなしている。これにより、挿入部２１ａを被検体内に容易に挿
入することが可能となる。
【００７２】
　挿入部２１ａの先端位置が被検体内の所定の位置に到達すると、術者は、カバー２５０
ｂを外皮部材２５０ａの長手方向に沿って引き抜き、体外に取り出す。このとき、カバー
２５０ｂには、管状の長手方向に沿ってスリットが形成されている。このスリットにより
カバー２５０ｂの径が変化することによって、筒状部２１０ｂ、摺動部２１０ｃおよび把
持部２１０ｄなどによる凹凸形状によって引っかかることなく、カバー２５０ｂを取り出
すことができる。
【００７３】
　調整用バルーン部材２６は、ＨＩＦＵアダプタ２１７と外皮部材２５０ａの内部壁面と
に接するように設けられた伸縮自在な二つバルーン（第１バルーン２６ａ、第２バルーン
２６ｂ）を有する。第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂは、それぞれの中心が
、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心を通過し、Ｙ軸方向と平行な直線Ｎより図中下方に位置
し、溝２５０１の形成側の外皮部材２５０ａの内部壁面に接するように設けられている。
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また、第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの各中心を結ぶ直線が、図１１に示
すＹ軸方向と平行となっている。
【００７４】
　このとき、第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積は等しく、ＨＩＦＵ超
音波素子２１５が発振する超音波の焦点（点Ｅ２）は、例えば外皮部材２５０ａの断面に
おける楕円形状の中心を通過し、Ｚ軸方向と平行な直線上に位置している。
【００７５】
　また、第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂに対しては、図示しないシリンジ
によってそれぞれ液体の送液（送液量）または気体の送気（送気量）が制御される。シリ
ンジは、術者の操作によって動作するか、または図示しない制御部の制御のもとで動作す
る。なお、液体または気体を第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂに送り込むた
めの配管（図示せず）は、硬性部２１２、湾曲部２１３および可撓管部２１４の外側面に
沿って第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの連結側と異なる側の端部が操作部
２２側にそれぞれ配設されるものであってもよいし、処置具挿入口２２３を介して、硬性
部２１２、湾曲部２１３および可撓管部２１４の内部に挿通されるものであってもよい。
【００７６】
　図１２，１３は、図１０に示す矢視Ｃ方向に応じた超音波内視鏡の挿入部の構成を模式
的に示す図である。図１２に示すように、第１バルーン２６ａを膨張させ、第２バルーン
２６ｂを収縮させると、ＨＩＦＵアダプタ２１７が傾斜し、ＨＩＦＵ超音波素子２１５が
発振する超音波の焦点は、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心軸まわりに第１バルーン２６ａ
側に回転して移動する（点Ｅ３）。
【００７７】
　このとき、第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積の和は、図１１におけ
る第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積の和と等しい。換言すれば、第１
バルーン２６ａの体積が増大した分に応じて第２バルーン２６ａの体積は減少している。
この場合、第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積変化によらず、第１バル
ーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂを除く外皮部材２５０ａの内部の体積に変化はない
。このため、外皮部材２５０ａの内部に充填する液体の充填量を調整する必要がなく、液
量の調整制御を簡易に行うことができる。
【００７８】
　一方で、図１３に示すように、第１バルーン２６ａを収縮させ、第２バルーン２６ｂを
膨張させると、ＨＩＦＵアダプタ２１７が傾斜し、ＨＩＦＵ超音波素子２１５が発振する
超音波の焦点は、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心軸まわりに第２バルーン２６ｂ側に回転
して移動する（点Ｅ４）。
【００７９】
　このとき、第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積の和は、図１１におけ
る第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積の和と等しい。換言すれば、第１
バルーン２６ａの体積が減少した分に応じて第２バルーン２６ａの体積は増大している。
【００８０】
　上述した第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積の制御によって、ＨＩＦ
Ｕ超音波素子２１５が発振する超音波の焦点を、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心軸まわり
に回転して移動させることができる。これにより、上述した実施の形態１のような把持部
２１０ｄの回転による可撓管部２１４の回転動作と比して、一段と大きくＹ軸方向に焦点
を移動させることができる。なお、把持部２１０ｄの回転による可撓管部２１４の回転動
作と組み合わせて、焦点を移動させるようにしてもよい。
【００８１】
　また、第１バルーン２６ａおよび第２バルーン２６ｂの体積が互いに等しくなるように
各バルーンを膨張、収縮させることによって、ＨＩＦＵアダプタ２１７をＺ軸方向に移動
させることができる。この場合、外皮部材２５０ａの内部に充填されている生理食塩水や
水などの充填量も同時に制御することが好ましい。
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【００８２】
　上述した実施の形態３によれば、ポンプＰ１による吸引動作によって、溝２５０１を介
して体内壁面に外皮部材２５０ａを固定した状態で、ＨＩＦＵ超音波素子２１５による焼
灼処理を行うようにしたので、体腔における部位によらず組織の焼灼を的確に行うことが
できる。
【００８３】
　また、実施の形態３によれば、ＨＩＦＵアダプタ２１７近傍に配置した調整用バルーン
部材２６によってＨＩＦＵ超音波素子２１５が発振する超音波の焦点を回転移動させるよ
うにしたので、外皮部材２５０ａを固定した状態で、ＨＩＦＵ超音波素子２１５による焼
灼処理を一段と広範囲で行うことができる。
【００８４】
　なお、上述した実施の形態３では、二つのバルーンを用いて、各バルーンの体積変化を
制御するものとして説明したが、三つ以上のバルーンを用いて、各バルーンの体積変化を
制御してＨＩＦＵ超音波素子２１５の焦点を移動させるものであってもよい。
【００８５】
　また、上述した実施の形態３では、外皮部材２５０ａの先端が拡径し、端面が楕円形状
をなすものとして説明したが、バルーンを配設可能であれば、上述した外皮部材２１０ａ
のような、一様な径の筒状をなすものであってもよい。
【００８６】
　図１４，１５は、本発明の実施の形態３の変形例３－１にかかる超音波内視鏡の挿入部
の要部の構成を説明する模式図であって、図１０に示す矢視Ｃ方向に応じた超音波内視鏡
の挿入部の構成を模式的に示す図である。上述した実施の形態３では、第１バルーン２６
ａおよび第２バルーン２６ｂの中心が、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心を通過し、Ｙ軸方
向と平行な直線Ｎより図中下方に位置するものとして説明したが、変形例３－１では、第
１バルーン２６ｃおよび第２バルーン２６ｄの中心が、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心を
通過し、Ｙ軸方向と平行な直線Ｎ上に位置する。
【００８７】
　変形例３－１では、上述した第１バルーン２６ａ、第２バルーン２６ｂに代えて、ＨＩ
ＦＵアダプタ２１７と外皮部材２５０ａの内部壁面とに接するように設けられた二つバル
ーン（第１バルーン２６ｃ、第２バルーン２６ｄ）を有する。第１バルーン２６ｃおよび
第２バルーン２６ｄは、それぞれの中心が、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心を通過し、Ｙ
軸方向と平行な直線Ｎ上に位置し、外皮部材２５０ａの内部壁面（楕円の長軸と交差する
壁面）に接するように設けられている。
【００８８】
　このとき、第１バルーン２６ｃおよび第２バルーン２６ｄの体積は等しく、ＨＩＦＵ超
音波素子２１５が発振する超音波の焦点（点Ｅ５）は、例えば外皮部材２５０ａの断面に
おける楕円形状の中心を通過し、Ｚ軸方向と平行な直線上に位置している。
【００８９】
　ここで、図１５に示すように、第１バルーン２６ｃを膨張させ、第２バルーン２６ｄを
収縮させると、ＨＩＦＵアダプタ２１７の中心が直線Ｎ上を移動し、ＨＩＦＵ超音波素子
２１５が発振する超音波の焦点は、Ｙ軸方向に第１バルーン２６ａ側に移動する（点Ｅ６
）。
【００９０】
　このとき、第１バルーン２６ｃおよび第２バルーン２６ｄの体積の和は、図１４におけ
る第１バルーン２６ｃおよび第２バルーン２６ｄの体積の和と等しい。換言すれば、第１
バルーン２６ｃの体積が増大した分に応じて第２バルーン２６ｄの体積は減少している。
【００９１】
　上述した第１バルーン２６ｃおよび第２バルーン２６ｄの体積の制御によって、ＨＩＦ
Ｕ超音波素子２１５が発振する超音波の焦点を、Ｙ軸方向と平行な方向に移動させること
ができる。これにより、上述した実施の形態３のようなＨＩＦＵアダプタ２１７の回転に
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よる焦点の移動と比して、常に外皮部材２５０ａの側面と垂直な方向から超音波を照射す
ることができる。これにより、焦点の移動によらずＨＩＦＵ超音波素子２１５が発振する
超音波のスポット径を一様に保ちながら焼灼処理を行うことができる。
【００９２】
　なお、上述した実施の形態１～３において、ＨＩＦＵアダプタ２１７は、ＨＩＦＵ超音
波素子２１５と外皮部材２４０ａ，２５０ａの外表面との間に、液体（生理食塩水または
水）を配置して、超音波の伝播を向上することが好ましい。超音波探触子２１１において
も同様の構成を有することが好ましい。
【００９３】
　また、上述した実施の形態１～３では、超音波観測システムとして検体の体内に導入さ
れて検体の組織を観測するものとして説明したが、例えばＣＴ（Computed　Tomography）
検査用の機器に上述した処置具などを組み合わせることも可能である。また、上述した実
施の形態では、内視鏡観察装置４や光源装置６を有するものとして説明したが、内視鏡観
察装置４や光源装置６を有しない超音波観測のみを行う構成であっても適用可能である。
【００９４】
　以上のように、本発明にかかる経体腔式焼灼デバイスは、体腔における部位によらず組
織の焼灼を的確に行うのに有用である。
【符号の説明】
【００９５】
　１　超音波観測システム
　２　超音波内視鏡
　３　超音波観測装置
　４　内視鏡観察装置
　５　表示装置
　６　光源装置
　７　ＨＩＦＵ超音波素子駆動装置
　８　超音波ケーブル
　９　ビデオケーブル
　１０　光ファイバケーブル
　１１　ＨＩＦＵ超音波素子駆動ケーブル
　２１　挿入部
　２２　操作部
　２３　ユニバーサルケーブル
　２４　コネクタ
　２５　伝播用バルーン部材
　２６　調整用バルーン部材
　２６ａ，２６ｃ　第１バルーン
　２６ｂ，２６ｄ　第２バルーン
　１１０　針部材
　１１０ａ　先端部
　１１０ｂ　線材
　２１０　アウターシース
　２１０ａ，２３０ａ，２４０ａ，２５０ａ　外皮部材
　２１０ｂ　筒状部
　２１０ｃ，２３０ｃ　摺動部
　２１０ｄ，２３０ｄ　把持部
　２１１　超音波探触子
　２１２　硬性部
　２１３　湾曲部
　２１４　可撓管部
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　２１５　ＨＩＦＵ超音波素子
　２１６　振動子部
　２１７　ＨＩＦＵアダプタ
　２２１　湾曲ノブ
　２２２　操作部材
　２２３　処置具挿入口
　２３０ｂ　口金部
　２３１　突出部
　２３２　ボールプランジャー
　２３２ａ　本体部
　２３２ｂ　球状体
　２３２ｃ　コイルばね
　２５０ｂ　カバー

【図１】 【図２】
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